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ＳＤＧｓアクションフォーラム運営等業務委託仕様書 

 

 この仕様書は、ＳＤＧｓアクションフォーラムの運営等業務委託の内容を示すもので

あり、この仕様書に定める事項について、確実に履行しなければならない。 

 なお、本件委託業務における委託者であるＳＤＧｓアクション推進協議会を「発注者」

として、受託者を「受注者」と表記する。 

 

１ 業務名 

 ＳＤＧｓアクションフォーラム運営等業務委託 

 

２ 目的 

ポストコロナ社会に向け、ＳＤＧｓ及び国連が提唱する 2030年までの「行動の 10年」

に沿った具体的な行動（ＳＤＧｓアクション）を日本全国に広める必要がある。 

 そこで、国、自治体、アカデミア、経済団体、民間企業、市民団体などのあらゆるス

テークホルダーが参画し、日本国内のＳＤＧｓアクションを促進するため、「（仮称）Ｓ

ＤＧｓアクションフォーラム（以下、「フォーラム」という。）」を実施する。本業務は、

フォーラムの運営等の業務を委託するものである。 

 

３ テーマ 

 「世界が求めるＳＤＧｓと日本発のＳＤＧｓ～ＳＤＧｓアクション～」 

 

４ 業務委託期間 

 契約締結日から令和４年３月 31日（木） 

 

５ イベント概要 

（１） 履行場所：パシフィコ横浜会議センター 

     511から 514（控室）501、502（動画配信会場） 

（２）日  程：準備・テスト 3月 28日（月）10時 00分～17時 00分（予定） 

開催日    3月 29日（火）９時 30分～17時 00分（予定） 

（３）借上時間：3月 28日（月）９時 00分～21時 00分 

3月 29日（火）９時 00分～21時 00分 

（４）タイムスケジュール・チャンネル構成案：別紙１のとおり 

（５）視聴者数：１カンファレンスあたり最大 1,000人想定 

（６）委託内容：①各種手配 

        ②運営マニュアル等作成業務 

        ③既存の一般公開用 Web サイト（https://www.japan-sdgs-action-
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festival.jp/）（以下、「特設サイト」という）のリニューアル、運

営、更新、保守 

        ④運営等業務 

⑤登壇者等との連絡・調整等業務 

       ⑥その他付帯業務 

（７）費用負担：会場費、登壇者の謝金は発注者が負担し、その他一切の費用を受注者

が負担する。なお、発注者が会場を仮予約済み。 

        会場費に含まれる備品等については、パシフィコ横浜会議センター利

用料金表（※）のとおり。 

※参考 

https://www.pacifico.co.jp/Portals/0/resources/promoter/dl/p

df/Room%20Rental%20Price%20List_202110.pdf 

 

６ イベント開催方法等 

   オンライン（Webイベント）開催とする。 

 ZOOMのアカウントを取得し、Webイベントを開催し、一般視聴者に向けてリアル

タイムで動画配信する。Webイベントの構成は次のとおり。 

①特設サイトをリニューアルし、一般視聴者への情報提供を行う。 

②特設サイト内に、参加申込機能（peatixなども可）を備え、参加申込者の管理等

を行う。 

③イベントの様子を編集し、リアルタイムに動画配信を行う。特設サイト上に、配

信画面を直接埋込むか、又は配信サイトページリンクを埋め込んだクリックボタ

ンを作成し、掲載する。使用する動画配信サイトは、協賛広告を埋め込んだ動画

を配信可能かつ、アプリケーションのダウンロード等を経ずに、webブラウザに

て視聴可能なものとすること。 

 

７ 業務委託内容詳細 

  受注者は、本事業の目的を十分理解した上で、発注者と協議し、既存の特設サイト

をフォーラム用にリニューアルすること。 

また、全体の進捗・運営管理等を行うとともに、開催準備、設営、運営・進行等、

下記に掲げる業務を実施すること。受注者は発注者と綿密に連絡・調整をし、業務を

遂行すること。 

 

（１）各種手配 

 受注者は、契約締結後ただちに、業務の履行に必要な人員を確保し、運営事務局

を設置の上、運営すること。契約締結後１週間以内に作業体制及び連絡体制につい

https://www.pacifico.co.jp/Portals/0/resources/promoter/dl/pdf/Room%20Rental%20Price%20List_202110.pdf
https://www.pacifico.co.jp/Portals/0/resources/promoter/dl/pdf/Room%20Rental%20Price%20List_202110.pdf
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て、発注者に報告すること。 

 また、webイベントを実施するため、次の各種手配を行うこと。 

ア Webイベントに係る各種手配 

登壇者等（同時最大接続端末数は 10台）が異なる場所から参加可能であり、

上記６の構成で開催できるよう、次の点を留意して必要な手配をすること。 

（ア） 受注者は、受注後速やかに発注者と打合せを行い、作業スケジュール案を

作成し発注者の了承を得ること。 

（イ） インターネットに接続できる状況にある全登壇者及び事務局関係者が参加

可能である、次の条件を満たすオンラインシステムを手配すること。 

・登壇者及び事務局関係者が活用しているオペレーティングシステム等に依ら

ず参加が可能であること。 

・同時に各チャンネル 10人程度の発話が可能であること。 

（ウ） オンライン会議への登壇（参加）方法等を、全登壇者に対して電子メール

等にて連絡すること。この際、参加方法等については簡潔・明瞭に説明する

こと。 

なお、メールアドレス等の連絡先については発注者が受注者に提供する予

定。 

（エ） 全登壇者に対して、上記（イ）で手配するオンライン会議システムに確実

に参加できるか イベント開催前（３月 28 日の準備時間を予定）に確認し、

発注者に報告すること。オンライン上の会議に接続できない登壇者がいた場

合は状況等を聴取し、接続できるようアドバイスを与えること。 

（オ） 受注者は参加方法等についての問い合わせ先を登壇者に提示すること。登

壇者からの問い合わせに対しては 24 時間以内に回答し、登壇者が Web イ

ベントに円滑に参加できるように支援すること。 

（カ） 受注者は、公的機関が注意喚起している事項等も踏まえ、Web イベントに

係る情報セキュリティの確保のために適切な措置を行い、その責任を負うこ

と。 

（キ） 情報漏えいの危険性（人為的ミスも含む）のある機能や操作などがある場

合は、事前に発注者と相談し回避できる方法があるのであれば事前に対処し、

ない場合は設定や操作方法などで回避する方法を発注者へ説明すること。 

（ク） 登壇者の通信を安定させるため、ポケット wifiを 10台用意し、配布する

こと。配布先は契約後、発注者と調整の上、決定すること。また、通信回線、

使用機器などに障害が発生した場合でも、少なくとも音声による参加が継続

できるようバックアップを準備すること。 

 

イ 動画配信サービスの手配 
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上記ア（イ）の オンラインシステムで行われるセッションを基に、インターネ

ットに接続できる状況にあれば誰でも視聴可能とすること。また、配信については、

次の点に留意すること。 

（ア）チャンネルは２つ設けること（チャンネル１は日本語と英語の２言語による

配信。チャンネル２はチャンネル１と共通部分を除き日本語によるものとす

る。）。 

（イ）チャンネル１については、登壇者や司会者にフォーカスさせるよう編集を行

い、チャンネル１・チャンネル２共にライブで動画配信を行うこと。 

（ウ）特設サイトに配信画面を埋込み、特設サイト上で直接視聴可能とするか、又

は配信サイトページリンクを埋め込んだクリックボタンから動画配信サイト

の配信ページに直接遷移できるようにする。 

（エ）司会、ファシリテーター等関係者と連携し、視聴者が見やすい配信を行うこ

と。 

（オ）別紙１のとおり、同時通訳が必要なカンファレンスについては、日本語及び

英語に同時通訳するとともに、各言語で視聴可能な方法で配信すること。 

（カ）1チャンネル・２チャンネル共に配信映像内に手話の同時通訳を入れること。 

 

ウ 参加者の申込受付等 

参加申込の受付を行うこと。参加申込受付期間は特設サイトの公開時からフォ

ーラム終了までとする。なお、peatixを使用する場合は、契約後に発注者からア

カウント権限を付与する。申込者には、申込時及び開催直前期に二度、案内メー

ルを送付すること。メール文面及び具体な発信日時は発注者と協議の上、決定す

ること。 

   参加申込受付ページについては、発注者と協議の上、作成すること。申込状況

は、発注者からの求めに応じ、適宜、共有すること。 

    

エ 会場準備・運営・撤去 

各会場、控室及び通訳室を用意する等、上記ア及びイで必要となる備品等を準

備し、運営・撤去を行うこと。契約締結後、別紙２を参考に、発注者と協議の上、

会場の運用方法等を決定すること。 

   会場登壇者には、当日に講演資料の内容、氏名肩書の確認を行い、演台機材や

マイクの操作方法の説明を行うこと。 

 

（２） 運営マニュアル等作成業務 

次の内容を作成すること。 

ア 運営マニュアル 
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関係者間での情報共有のため、イベント当日の運営内容を記載した運営マニュア

ルを作成すること。運営マニュアルの内容は、発注者と協議の上、決定し、３月 18

日（金）までにデータ（pdf）及び 10 部印刷し、発注者に納品すること。仕様は、

A4サイズ仕上げ、４色カラー、両面、中綴じ、記載内容は、実施体制図、当日運営

表、Webイベントシステム構成等の必要事項とすること。 

 

イ 進行台本の作成 

（ア）進行台本ひな型の作成 

進行台本のひな型及び記載例を作成し、契約後２週間以内に、発注者に納品す

ること。仕様は、A4サイズ仕上がり、４色カラー、両面、中綴じとする。 

（イ）進行台本の確認 

発注者は、上記（ア）の進行台本ひな型及び記載例を受取り後、速やかに各関

係者・団体に送付する。受注者は、３月４日（金）を目途に、各関係者・団体か

ら、進行台本第１稿を受け取り、確認・修整の上、３月 11日（金）を目途に、返

送すること。進行台本（最終稿）については、３月 18日（金）を目途に受注者と

共有する。 

受注者は、３月 18日（金）までにデータ（pdf、パワーポイント）及び 10部印

刷したものを、発注者に納品すること。 

 

（３）特設サイトのリニューアル、運営、更新、保守 

受注者は、契約締結後、SDGs アクションフェスティバルホームページ

（URL:https://www.japan-sdgs-action-festival.jp/）の配下のすべてについて、

フォーラム用にリニューアルするために、デザインを考案し、発注者との協議・

調整の上、２月１日（火）までに当該ホームページを構築し、公開すること。ド

メインの移管及びサーバーの移管等が必要な場合は、発注者と協議の上、実施す

ること。デザイン案については、１月 18日（火）までに発注者に提出し、調整の

上、決定すること。ホームページ構築に係るサーバ等の必要な機器類は、受注者

が用意すること。なお、デザインに利用可能なＳＤＧｓアクションロゴマーク（以

下、「ロゴマーク」という。）については、契約締結後、発注者から受注者に配布

する。 

更新回数は、イベント前日までに定時更新５回（公開含む。原則公開週を除い

た発注者が指定した水曜日に更新）、緊急対応１回（翌営業日までに更新）、イベ

ント後に１回を限度とする。イベント当日は、公開しているカンファレンス等の

情報を発信・更新すること。その際、視聴者が見やすいように、画像の質を担保

すること。また、自動で字幕が付くように設定または、自動で字幕が付くサイト

へ誘導すること。配信している画面の直下にその都度、概要を掲載すること。 
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ホームページ内容及び更新内容については、契約後、発注者と調整の上決定す

ること。 

サイトマップ案は次のとおり 

 

ア ホームページ基本仕様 

 ・公開するコンテンツは、インターネットを介して多くのプラウザで閲覧可能で

あること。また、スマートフォンのプラウザでも表示可能なものとし、文字の

大きさ、操作性を考え、設計・構築すること。 

・幅広い年代が閲覧することを踏まえ、縦一列の見やすい構成や、写真を多用し

た見やすいレイアウトとすること。 

・クライアントパソコンへの特殊なソフトウェアのインストールを行うことなく

閲覧できること。 

・公開するコンテンツについては，W3C 規格を遵守するとともに，Web アクセシ

ビリティを規定した日本工業規格（JIS）「JIS X 8341-3」を準拠すること。 

・ユーザー解析のためにアクセスログを取得できること。 

・ドメインは契約終了後、１年間保有すること。 

   

イ  各ページの注意事項 

（ア） トップページ 

開催趣旨、推進協議会会長メッセージ、各パートナーのロゴ、note/Twitter

及びリンク集のＵＲＬ は、契約締結後、発注者から提供する。 

トップページの画面上に、「当日プログラム」、「Program」、「参加申込

/Registration」及び「視聴」（配信画面を直接埋め込む場合を除く）のクリッ

クボタンを作成すること。なお、デザインは発注者と協議の上、決定すること。 
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トピックスについては、ホームページ公開後、更新毎に発注者と協議の上、

決定すること。 

なお、記載項目については、発注者と協議の上、決定すること。 

また、PDF ファイル（発注者より提供する英語の案内チラシ等を想定）を配

下に掲載できるようにすること。 

 

（イ） 当日プログラムページ 

契約締結後、各プログラムの主催者（担当者）については、発注者から受注

者に必要に応じて紹介する。記載項目・ロゴ等の掲載に必要な情報は発注者か

ら提供する。 

 

ウ アンケート機能 

特設サイト上等から遷移可能なアンケート機能を作成し、アンケート集計を行

うこと。アンケート内容については、契約締結後、発注者と協議の上、決定するこ

と。なお、アンケート項目数は７項目程度とする。 

 

エ セキュリティ対策 

本システムにおいて、システムの不正利用防止のため、通信の暗号化、バックア

ップと復元、アクセスログ取得機能、サーバーセキュリティ等備えるべきセキュリ

ティ要件は、次のとおりとする。 

（ア） ユーザー認証 

    管理者専用画面でアカウントと及びパスワードによる認証を行うこと。 

（イ） アクセス制限 

    SSLによる暗号化通信を行うこと。 

（ウ） バックアップと復元 

    １日１回、システム及び登録内容のバックアップを取得し、過去１週間は保

管すること。障害が発生した場合に最新の状態に復元できること。 

 （エ） アクセスログ取得機能 

    サーバーのアクセスログを取得する機能を備えること。また、アクセスログ

の保管期間は１カ月とし、この期間内のアクセスについては、発注者要求時に

開示すること。 

 （オ） サーバーセキュリティ 

    本システムで利用するＯＳアプリケーション、ネットワーク機器などのセキ

ュリティホールやバグに対処するとともに、適切な設定変更を行い、初期設定

のままでは利用しないこと。また、サーバー導入時点で提供される最新のアッ

プデートやパッケージに更新して導入すること。 
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    ＯＳやアプリケーションなどのメーカーから出されるセキュリティパッチ

などについては、速やかに対応すること。対応作業については、発注者と協議

の上、実施すること。 

 （カ） その他 

    具体的な対策内容については、発注者と協議の上、決定すること。 

 

オ システムの保守運用管理 

平常時は、平日９時 00 分から 17 時 00 分を問合せ受付時間帯とする。障害発生

時は、速やかに一時対応を行うとともに、発注者に対し、メールにより障害箇所、

影響範囲及び障害の現状を簡潔に報告すること。また、必要に応じて、ホームペー

ジに障害に係る内容を掲載すること。 

カ その他 

報告書にあわせて、県ホームページに内容等を移行可能なように、テキストデー

タ、動画データ、画像データ等をまとめて発注者に納品すること。 

（４） 運営等業務 

次のとおり人員手配及び運営等業務を行うこと。人員及び運営体制については、

別紙２を想定。契約後、別紙２を参考に、発注者と協議の上、運営体制を決定する

こと。 

ア 人員手配 

次の人員を手配すること。人員の選定にあたっては、発注者の了承を得ること。 

（ア）責任者（プロデューサー） 

業務の運営・管理業務を統括し、また登壇者に指示等を行う責任者を 1 名配

置すること。 

（イ）副責任者（アシスタントプロデューサー） 

責任者を補佐する副責任者を 1 名配置すること。 

（ウ）総合司会者 

イベント当日は、各チャンネル総合司会（２名）が、各カンファレンス前後

司会業務等を行う。総合司会は発注者が手配し、受注者は、総合司会とイベン

トが円滑に実施できるよう調整等行うこと。 

謝金については、発注者が負担し、支払い方法は、下記（５）カと同様とす

る。 

（エ）進行管理役 

イベント当日、各カンファレンスにおいて、別紙２のような形でイベントを

実施すること。来場する登壇者の情報等については契約締結後、提供する。受

注者は、カンファレンスが円滑に実施できるよう登壇者等と調整等行うこと。 

（オ）イベント運用管理・オンラインシステム運営管理スタッフ 
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責任者及び副責任者の指示に従い、照明・音響・PC 機材等の運用・管理及び

配信を行うこと。必要な人員は別紙２を想定。なお、登壇者と円滑なコミュニ

ケーションが図れる者を接続確認テスト含む全行程で手配すること。 

（カ）同時通訳者 

次のとおり必要な同時通訳を行うこと。詳細な調整は、発注者と協議の上、

決定すること。なお、同時通訳音声は二次使用可能とすること。 

① オープニング（チャンネル１・チャンネル２共通） 

時  間：９時 30分から 10時 00分の間の 30分程度 

 業務内容：登壇者及びビデオメッセージの日本語・英語同時通訳 

 求める能力：SDGｓに関する用語に精通していること。 

② GSDRセッション（第一部から第三部）（第一部はチャンネル１・チャンネル

２共通） 

時  間：10時 00分から 14時 00分の間の４時間程度 

 業務内容：登壇者等の日本語・英語同時通訳 

 求める能力：SDGｓ及び GSDRに関する用語に精通していること。 

③ 国連機関連携セッション 

時  間：14時 00分から 15時 30分の間の１時間 30分程度 

 業務内容：登壇者及びビデオメッセージの日本語・英語同時通訳 

求める能力：SDGｓ及び国連機関に関する行政用語に精通していること。 

④ グローバル＆ローカルセッション（チャンネル１・チャンネル２共通） 

時  間：15時 30分から 16時 30分の間の１時間程度 

 業務内容：登壇者及びビデオメッセージの日本語・英語同時通訳 

求める能力：：SDGｓ及び国連機関に関する行政用語に精通していること。 

⑤クロージング（チャンネル１・チャンネル２共通） 

時  間：16時 30分から 17時 00分の間の 30分程度 

 業務内容：登壇者及びビデオメッセージの日本語・英語同時通訳 

 求める能力：SDGｓに関する用語に精通していること。 

 

（キ）手話通訳者 

オープニング及びクロージングを含む全てのカンファレンスにおいて、手話

の同時通訳を入れること。詳細な調整は、発注者と協議の上、決定すること。

なお、手話通訳は二次使用可能とすること。 

 

イ 運営業務（撤去・運搬含む） 

（ア）運営準備・撤去等 

会場運営に必要な、電気工事、LAN 回線設置等インターネット環境等の整備す
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ること。なお、専用回線を引き込み、トラブル発生時に対応するための呼び配線

も整備すること。また、責任者のもと、音響・PC 機材等の運用・管理 Web 会議

システムの管理を行うこと。 

  イベント会場使用時間内に備品等の撤去を行い、原状回復すること。また、イ

ベント会場の清掃、ゴミの収集運搬及び処理を行うこと。 

（イ） 運営本部設置 

   会場に当日の運営本部を設置すること。 

  （ウ） 受付 

   関係者（主催者、登壇者、招待者、来賓等）、報道関係者の受付を行うこと。各

受付では、参加予定リストと照合すること。 

 （エ） 誘導等 

登壇者等の会場入り口から控室までのアテンド等の登壇者に対する当日の必要

な対応を行うこと。 

  （オ） 保険加入等 

イベントに関わる者のけがや事故、物損等が発生した場合に備え、必要となる保

険への加入など事業全体に係る補償対策を講じること。 

 

（５） 登壇者等との連絡・調整等業務 

登壇者等（想定：35 機関、40 人）及び参加者について、次の業務を実施するこ

と。なお、登壇者等及び参加者の氏名、住所及び連絡先等の情報は発注者が別途提

供する。 

ア 受注者は、調整業務のための専用のメールアドレスを作成すること。なお、こ

のメールアドレスは、当該委託業務において連絡が必要なその他業務にも用いる

こと。 

イ 発注者の指示に基づき、事務連絡の作成、発送、督促、出欠受領後の対応、問

い合わせ対応をすること。 

ウ 発注者の指示に基づき、講演資料の仕様及び提出期限等を案内した文書を作成

し、登壇者の経歴書（以下「経歴書」という。）・写真・登壇概要・プレゼン資料・

講演動画の提出要請、受領及び督促をすること。 

エ 発注者の指示に基づき、受領した 経歴書・写真・登壇概要・プレゼン資料・講

演動画の整理・編集をすること。 

オ 受注者は、登壇者がオンライン登壇を希望する場合は、発注者にその旨連絡の

上、オンライン登壇に係る各種準備を行うこと。 

 カ 発注者が指定する登壇者への出演料・謝礼金の支払い業務を行うこと。登壇者

の名前、振込先、金額等の振り込みに係る情報は、３月 18 日（金）を目途に提

供する。なお、出演料・謝礼金（振り込み手数料含む）の総額は決定次第、受注
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者が指定する口座に発注者が振り込むこととする。 

 キ 受注者は、参加申込状況を逐次把握し、申込状況に応じて、発注者と協議の上、

参加申込者に対して、参加案内メッセージの送付を行うこと。 

 

（６） その他付帯業務 

  上記（１）から（５）に付帯する業務を行うこと。また、Web 会議システム利用

料、動画配信サービス利用料、サーバー構築費用、電気料金、インターネット回線

費、携帯電話利用料金、運搬費、設営費、人件費、保険料金、原状回復費等の諸経

費全てを負担すること。 

 

８ 著作権等の取扱い 

（１）本事業の遂行により生じた著作権（著作権法第27条及び28条に定められた権利

を含む。）は、全て発注者に帰属するものとする。ただし、別に契約等がある場

合はこの限りでない。 

（２）第三者が権利を有する著作権（写真、音楽等）を使用する場合には、著作権、

肖像権等に厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切

の手続きを受注者において行うものとする。 

（３）発注者が所有する資料（写真等）を使用する場合には、協議の上、調達可能な

ものについては発注者が提供する。 

（４）本仕様に基づく業務に関し、第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等が

生じた場合には、当該紛争等の原因が専ら発注者の責任に帰す場合を除き、受注

者は自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。 

 

９ 感染症対策 

 最新の神奈川県が公表しているガイドラインやパシフィコ横浜における新型コロナ

ウイルス感染予防対策ガイドライン等に従い、感染症対策を行うこと。 

（参考） 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/z7a/guidelines.html 

https://www.pacifico.co.jp/Portals/0/resources/promoter/dl/pdf/guideline_co

vid_ver18_20211001.pdf 

 

10 その他の対応 

新型コロナウイルス感染症の拡大や天災等により、やむを得ず仕様書通りの事業の開

催が困難な場合などの不測の事態への対応は、発注者と協議の上、方針を決定し、必要

に応じて変更契約等を行うこと。 

また、その際、受注者は発注者に違約金を請求できないこととし、精査した上で、キ

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/z7a/guidelines.html
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ャンセル料などの実費精算のみを請求できることとする。 

 

11 守秘義務 

 業務を遂行するうえで知り得た事項について、法令等に特別な定めがある場合を除き

守秘義務を負う。このことは、本委託業務が終了した後も同様とする。 

 

12 成果物の提出 

（１） 提出期限 

実施報告書 令和４年３月 31日（木） 

（２） 提出場所 

ジャパンＳＤＧｓアクション推進協議会事務局 

（横浜市中区日本大通１ 神奈川県本庁舎３階いのち・未来戦略本部室分室内） 

（３） 成果物 

記載の事業報告書 

・印刷物…１部（Ａ４ 左とじ） 

・データ…次の内容をCD-R又はDVD-R（Microsoft Office Word 2013もしくは 

Microsoft Office Excel 2013等で編集可能なファイル形式）に 

格納し、納品すること。 

① 構築した Web サイトへのアクセス数の推移及び集計結果 

② 各種マニュアル 

③ 講演等動画データ（音声は日本語と英語） 

④ 次回会議への企画運営等に関する提案 


